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○峰崎直樹君 今日は藤沼参考人、大変お忙しいところ、わざわざ時間を差し繰っていた

だきましてありがとうございました。また、公認会計士・監査審査会の金子会長にも出て

いただきまして、本当にありがとうございました。 

 早速いわゆる公認会計士法の質疑に入らせていただきたいと思うわけでありますが、私

にとってみますと、最初に日興コーディアル問題あるいはライブドア問題を含めて質問し

て一年半、この問題にずっとタッチしてまいりました。 

 改めて、旧中央青山監査法人が事実上消滅をする、自主解散という形で七月三十一日付

けでなくなってしまうということでございますが、このことについて、金融担当大臣、あ

るいは公認会計士協会の藤沼会長、現段階においてどのように考えておられるのか、どう

評価しておられるのか、率直にお聞かせ願いたいと思います。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 藤沼でございます。 

 みすず監査法人がこの二月に事務所の自主的な終息といいますか閉鎖を決意したという

のは私としては非常に残念な、まあ個人的には残念だと。ただ、苦渋の決断であったのか

なというふうに思っております。 

 といいますのは、みすず監査法人の前身の監査法人である中央青山監査法人は、特にカ

ネボウの粉飾決算に関与したということで、関与社員が逮捕される、起訴される、そして

地裁の判決を受け入れたというようなことの経過がありますし、また昨年は、七月、八月、

業務停止処分を受けたということで、そのようなことから、みすず監査法人の監査法人と

しての信頼、ブランド力というものが非常に毀損したということで、あの時点から以降、

今回の二月の初めごろまでに約二百社ぐらいの上場会社をなくしているわけですね。そう

いうようなことで、顧客も徐々になくなっていく、また従業員も、あらた監査法人の設立

がありましたけれども、かなり辞めていくと。 

 その中で、三月決算を迎えて、ほかのやっぱり同業の人の事務所の職員が、いろんな手

で職員の勧誘を行う、あるいはコンサルティングファームとか企業も含めて職員の引き抜

きを行うと。そういうような中で、三月末決算がきちっとできるのかどうかと、こういう

ような現実問題を抱えたわけでございまして、その中で、やっぱりそういうような動きを

ストップするにはそれなりの大きな決断を示さなければ、職員の動揺も含めて、ほかの同

業その他のいわゆるコンサルティングファーム等の引き抜きが止まらないだろうというよ

うなことで、最終的にああいう決断をしたということで、これを見ますと、やはり監査事

務所は信頼を失うとその信頼に対する脆弱性が非常に大きいということで、これは一般の

民間企業と必ずしも同じではないと、特に物すごく大きな脆弱性があるということで解散

の決定をしたのではないかと思っております。 

 これを私どもは真摯に受け止めて、こういうような信頼失墜がもう二度と起こらないよ



うにきちっとした監査事務所の業務体制を確立して信頼できる仕事をしなくてはいけない、

そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○峰崎直樹君 金融担当大臣、今の藤沼参考人のお話を聞いていて、私はこの旧中央青山

監査法人は、恐らくカネボウ問題、その前の足利銀行あるいは山一証券、ずっともう、旧

中央青山というのは我々からすると粉飾決算がずっと連続して起きているわけですよね。

そのときにたしか二か月の業務停止という大変重い処分がございましたね。その後にこの

日興コーディアル問題が起きたわけです。その当時の、日興コーディアル問題の当時の理

事長は奥山さんでございました。そして、〇六年の日興コーディアルの決算、これも私に

言わせればかなり粉飾に近いところを指導していったのも奥山さんで、もう辞められて、

あとの清算法人は片山理事長が引き継いでやられるんだろうと思いますが、大変お気の毒

だなと思って、大変私自身は、この場に二度もお呼びして片山さんからいろんなことをお

聞きしたんですけれども。 

 その意味で、自主解散をしなければ二か月間の業務停止という処分をいわゆる中央青山

監査法人にして、さらにこの日興コーディアルの問題が、五億円の課徴金ということで取

りあえず終わっていますけれども、もしこれが加わっていたら、これ解散命令になってい

たんじゃないんですか。どうですか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 一概に仮定の話をするわけにはまいりません。その意味で、

慎重に行政処分判断等をしていかなきゃならぬというように思っております。 

 また、中央青山監査法人を継承したみすず監査法人におきましても、同法人を取り巻く

状況を踏まえて、今年の三月期の決算については確実に監査業務を遂行するということと、

将来に、証券市場に混乱を防止するという観点に立って、二月に他の監査法人との間で社

員の移籍に向けた協議を開始するということに合意して、先般、五月三十日の社員総会で

本年七月末日をもって解散するという決議をし、自主解散に至ったわけでございます。 

 個別の監査法人の経営判断ということでございまして、これに対するコメントは差し控

えさしていただきますけれども、いずれにせよ、各監査法人が顧客や投資家等から信用を

損なうようなことのないように、監査の品質管理の維持や向上、適正な監査の実施に向け

て、本法案の改正を含めて最大の努力をこれから期待するところでございます。 

 

○峰崎直樹君 要するに、もう今年の二月ぐらいから公認会計士の引き抜きだとかあるい

はそこから離脱するとか、いろんなことが起きて、やがて日興コーディアルの問題でここ

まで来たら、これはやっぱりもう自主解散以外に手はなかったと。と同時に、私はやはり

重い処分として解散命令が恐らく出ていたんじゃないんだろうかなと思えてならないわけ

であります。 



 そこで、ちょっとやや質問を、公認会計士協会の会長さんに質問したいんですけれども、

旧中央青山と二つ並んでいますよね。法人としては中央と青山と我々は分けたことはない

んだけれども、どうもその中央青山の、みすずに中央が、かつての中央がなって、青山の

方はあらたというふうにたしか、プライスウォータークーパースですか、そちらの方の関

係で離れていったと。みすずだけじゃなくて青山の方にも責任は、連帯責任というのは道

義上これ起きないですか。 

 私はどうもこの公認会計士の仕組みというのは、後でちょっとお話し申し上げますけど、

いろんなものが次から次に合体していって、この参考図の中でも出てくるんですけれども、

どうもその中の連帯感といいますかね、中央と青山というのは何か水と油みたいな感じに

なっちゃって一向に融合していかないというような感じで持っているんですが、そういう

意味でいうと、旧青山、青山というか、今でいうとあらた監査法人、こちらには責任はな

かったんですかね。この点はどう思われます。 

 

○参考人（藤沼亜起君） あらた監査法人については新設の法人ですから、あらた監査法

人の法人そのものは責任はないと思いますけれども、あらた監査法人の構成員である社員

の方たちは中央青山にいたわけですから、そういう面では中央青山の監査法人の社員とし

て、もしこの後で裁判の行方等によって損害賠償とかそういう話が出れば、それはそれで

また継続するということであるというふうに思います。 

 一般的に、中央青山さんもほかの監査法人も同じですけれども、いろいろと合併を継続

して、合併合併で大きくなっているというところがありますので、そういう面で、中央青

山さんも当然ながら部門間でいろんな各出身母体の人たちを一緒にするようなことでそれ

なりの努力はしていたんだというふうに思います。 

 ただ、今回、中央青山の業務停止があって、それと提携先であるＰｗＣとの関係から、

ＰｗＣの日本に関係する子会社等の外資系の企業というところのサービスを継続しなくて

はいけないというようなこともありまして、最終的にはあらた監査法人を設立して、そう

いうような仕事に興味のある人たちが中央青山を脱退してあらた監査法人をつくったとい

うことで、必ずしも青山の部分がすべてあらたに移ったとかそういう、必ずしも、関係は

あるとは思いますけれども、きちっとした関係ではないのではないかというふうに思いま

す。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 新設法人つくっちゃったわけですから、それは新しいあらたというところ

にはないのかもしれませんが、どうもその経過を見るとそういうふうに思えてならないん

ですが。 

 ちょっと、ずばり今度別の方から、今の日本の公認会計士協会の実態というのはこうい

うものなのかどうかを聞いてみたいと思うんですが。 



 ちょっとこれは、トーマツというところにおられた有名な方ですが、富田岩芳さんとい

う方が語っておられることについて、私もこの業界についてよく分からないんですが、尾

立さんだったら分かるのかもしれませんけど、私分からないんですけれども。それで、な

るほどな、こういう粉飾決算が起きる、あるいは問題が起きるという要素はこういうとこ

ろにあるのかなということを分かったのは、こういうふうにおっしゃっているんですよ。 

 ほかの監査法人の大部分、トーマツ以外と、こういう意味だと思うんですが、公認会計

士の持込みが中心なんですよ、持込み。元々東京電力の監査を長い間担当しているとか、

新日鉄を持っているとか。大きなクライアントを持ち込んで、そういう人が一番権力を内

部で持っているんです。だから監査法人の内部チェックが働かない。さらに、これはおれ

のクライアントだから余計なこと言うな、こういう雰囲気があるんだろうと思うんですね

と、こう語っておられるんです。 

 例えばトーマツの場合は、東京のトーマツというのはそうじゃなくて、トーマツという

ところにクライアントが来たらそれを公認会計士に割り振っていたと、関西の方のトーマ

ツは違うんだと、こういうふうに富田さんはおっしゃっているんですけど、よく分からな

いです。要するに、クライアントと実際に個人個人の会計士が癒着しているんですよと、

こういうふうにずばっと書かれているわけですね。 

 これは、旧大蔵省がそれを見過ごしてきたとかいろいろ相当厳しいことがあって、そう

いうインディペンデンス、独立性だとかあるいは誠実性だとか、そういったところがどう

も日本の公認会計士業界の構造的体質というところではこれはなかなか難しいなと。この

法案が通っても、そういういわゆるクライアントと公認会計士とのいわゆる持ち込み、一

体感、癒着、こういう構造は本当に間違いないんだろうかというか、こういう点について

公認会計士の会長さんとしてどういうふうに思っておられるのか。ちょっとなかなか答え

にくいかもしれませんが、是非見解を伺っておきたいと思います。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 富田先生も大先輩でございますし、そういう面では、監査法人

の実態というような形で御自分のお考え方を述べたんだと思います。 

 ただ、その先生が書いたときの事情が、じゃ今にも当てはまるのかということについて

は私は非常に違う意見を持っておりまして、それは二つありまして、一つは、監査法人は

今定年制というのがあります。ですから、昔、私も事務所に入りましたころは八十歳の代

表社員というのがいましたけれども、これはもうとっくになくなりました。ですから、六

十五が今六十二ぐらいに変わりつつあるということでございます。そういう面では大御所

は今だれもいません。 

 次に、あともう一つは、やはりこれは監査担当のパートナーのローテーションを実施し

たということで、これは確かに、カネボウ等の事件が起こったときには法律の適用時期が

実際にスタートするのが平成二十二年とか、そういうことでございましたので、長期間関

与していた社員がいたということも事実なわけですけれども、これは昨年の四月から公認



会計士協会自主ルールですね、大手事務所については五年・五年のルール、その他の関与

社員は、トップの関与社員は五年、その他の関与社員は七年ということで、これは一斉適

用いたしましたので、そういう面で長期間関与している関与社員はいなくなったと。 

 そういう面で、今は監査法人の業務運営体制、大分変わってきておりまして、多分、十

年とかそれぐらい前の話であればそういうことも言えないことはなかったのかも分かりま

せんけれども、それは大きく変わったということを申し述べさせていただきたいと思いま

す。 

 

○峰崎直樹君 その場合、私、二〇〇四年に公認会計士法の改正のときも七年・二年ルー

ルとかいうのがあって議論したんですよ。そのときも思ったんですけれども、今まで四十

年やってこれから七年ですと、こういう話でしょう。過去もう四十年やっているんですか

ら、これ癒着体質があるかもしらぬ。であるならば、もう直ちに替えなきゃいけない、も

う四十年たっているんですから。これ五年・五年ルールも、今要するにもう三十年、二十

年連続してやっているクライアントに対してもう直ちに替わってくださいと、そういう厳

しいルールにしないと、いやそれは移行過程だからいろいろ難しい問題があるんだよとい

うお話があるのかもしれません。一年ぐらいそれは余裕、アローアンスがあってもいいと

思うんですが、それぐらいやっていかないと、後で公認会計士・監査審査会会長にお伺い

しますけれども、本当にこれ、日本の公認会計士の皆さん方の、公認会計士の品質という

のはこれは本当に大丈夫かなというふうに、やや、いろんな批判的なことしか耳に入って

こないせいか、そういうふうに思えてならないんですよ。 

 どうなんですか。公認会計士協会の会長として、来年からもう、今までもう五年以上た

っているところは直ちに来年からやめてくださいと、替わってくださいと、こういうふう

に宣言されませんか。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 長期間関与につきましては、先ほどお話しいたしましたように、

大手法人につきましては、昨年の四月一日以降、早期適用して一斉に替わっております。 

 

○峰崎直樹君 一斉に替わっている。 

 

○参考人（藤沼亜起君） もう替わっております。ですから、今回の公認会計士法の改正

でそれが法案に書かれたということでございまして、それは公認会計士協会がもう既に実

行しているということでございます。 

 それともう一つ、これは大手監査法人なんですけれども、多分前回の公認会計士法の改

正のときには、今これは、ローテーションといいますのはパートナーの数がどうしても必

要でございますので、ですから、その対応ができる大手監査法人は関与社員が多いという、

関係の社員数が多いということでローテーションできるわけですけれども、事務所の圧倒



的多数は非常に社員数が少ない事務所でございますので、これについてはローテーション

といっても即座実施はできないだろうということで前回の法律改正があったのではないか

というふうに思います。 

 ただ、自主規制でこれは昨年の四月から全部実施しております。 

 

○峰崎直樹君 私もちょっと決め付け的に申し上げたんで、もしそういうふうに早く替わ

っているのであればそうなんですが。 

 小さな中小法人の場合、これを統合したりしたらどうだというような尾立さんからの提

言があったんですけれども、やがては会計法人間のいわゆるローテーションというのを、

そういったものを組み合わせて、そういうものを実質上効果あらしめるようにしていくと

いうのも一つの方法じゃないかなというふうに思っておりますが、これは前回の法案改正

のときにいろいろ議論がありまして、なかなかそうはいっても難しいんだなということは

実態はよく分かるわけであります。 

 ちょっともう一遍話を元に戻します。 

 金融担当大臣、私、前に、この三月時点に日興コーディアルという今回起きた問題につ

いて、日本版エンロン事件というふうにとらえたらいいんではないかと、こういう話をし

たわけでありますが、現時点でこの問題について、今私が申し上げたような評価といいま

すか、とらえ方をすることができるかどうか、率直に、また繰り返しになるかもしれませ

ん。お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（山本有二君） 日興コーディアルグループにつきましては、平成十七年三月

期の有価証券報告書等の財務書類につきまして、重要な事項に虚偽の記載が認められまし

た。証券取引等監視委員会から課徴金納付命令の勧告を受けまして、本年一月、課徴金納

付命令を行ったところでございます。 

 同社におきまして、過去に不適正な会計処理が行われていたことは事実でございます。

既に証券取引等監視委員会が認定した事実を超えて、個別事案について当局として軽々に

評価を申し上げることはできません。いずれにいたしましても、金融資本市場の信頼性を

確保していく上で、企業財務情報の開示が適正に行われることは極めて重要でございます。

各企業の経営者等におきましては、適正な開示の確保に向けまして万全を期していただき

たいと考えるところでございます。 

 

○峰崎直樹君 この問題について金融担当大臣とは何度も繰り返しましたので、もうそれ

以上やめますが。 

 公認会計士協会の会長さんに、私は日本版エンロン事件というふうに言うべきだと。一

つは、ＳＰＣを使った飛ばし。これは当初からそれを連結に組み入れる、組み入れないと

いうような議論があった。やっぱりエンロンも飛ばしをやっていたわけですね。それから、



いわゆるＥＢ債というものを使っている。つまり、非常に金融工学を駆使しているやり方

だと。それから、日興コーディアルという会社は非常に評価の高い会社で、意外と、我々

厳しく言っていますけれども、そのかいわいでは非常に、会計を委員会設置会社に移行し

たりして結構やっている。非常に評価が高かった。ところが、エンロンももちろんそうだ

った、公認会計士が関与してその監査法人が事実上なくなっている。ここもよく似ている

んです。 

 公認会計士協会の会長さんは、エンロン事件というのは、あるいはワールドコム事件と

いうのは目覚まし時計だったと。私は、この日興コーディアル問題は、正にそれは日本の

公認会計士業界にとっての目覚まし時計だと受け止めなきゃいけないんじゃないかなと。

もちろんその前に、余りにも露骨な中央青山のカネボウの事件とか、だれが見てもこれは

ひどいなというのがあったわけでありますけれども。しかし、やはりこういう新しい時代

に向けたこういうやり方というのは、私はそういう目覚まし時計の役割を持っているとい

うふうに思っているんですが、その点、公認会計士協会の会長、どのようにこのことを判

断しているでしょうか。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 日興コーディアルに限らず、カネボウ、ライブドア、日興コー

ディアルと、こういうふうに続いてきたわけで、ここら辺の一連の企業会計不祥事という

のは我々にとっては大きな目覚まし時計であったというふうに思っております。 

 日興コーディアルのケースについては、確かにＳＰＣを使って会計上の処理を、まああ

る程度偽ったということだと思うんですけれども、これはその中身を見てみるとエンロン

と似ていると。ただ、エンロンの場合には金額の影響が物すごく大きかったと。物すごく

大きかったというのは、ＳＰＣも千以上、千五百とか二千とかのＳＰＣを作ったというこ

とで、規模もスケールもかなり違うのではないかというふうに思っています。ただ、いず

れにしても、そういう形の非常に複雑な会計処理、複雑なビジネスモデル、これを使って

粉飾決算という形に結び付いたという点では、その中身自身は似ているということは言え

ると思います。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 アメリカの場合はその後サーベンス・オックスレー法を作ったわけです、

企業改革法を作った。当然のことながら、その公認会計士の審査会で、英語で何と言いま

すか、日本で言う公認会計士・監査審査会、ＰＣＡＯＢですか、が作られて、そちらが、

アメリカ公認会計士協会の自主規制ルールをある意味では駄目だという形でＰＣＡＯＢと

いうものができて、そこが様々な品質管理その他監査法人や公認会計士に対する審査をし

ていくようになったわけです。 

 日本で二〇〇四年ですか、できたこの公認会計士・監査審査会、今日、金子会長お見え

になっていますけれども、その意味で私は、いわゆる引き続いて、日興コーディアルまで



ずっと続いてきた様々なその会計監査に対する不祥事というものを受け止めたときに、も

う公認会計士協会の自主的ないわゆる、何といいましょうか、自主規制ルールということ

にもう依拠していたらこの日本の公認会計士協会というのは良くならないんじゃないかと。

公認会計士の、何といいましょうか、公認会計士個々人もそうでしょうし監査法人もです

ね、本当に良くならないんじゃないかというふうにやや思えてならないようなところが、

先ほどのこういうトーマツの富田さんなんかのお話を読むと、これはなかなか大変だなと

いうふうに思ったりするんです。 

 そういう意味で、今日、金子会長にお見えになっていただいていますが、金子審査会会

長さん、六月三十日に、去年、四大監査法人の監査の品質管理についてと題した調査結果

を、報告をいただいたわけであります。そこで四大監査法人についてはどのように、品質

管理の状況についてはどういう実態だったのかということについてまずお伺いしたいと思

います。 

 

○政府参考人（金子晃君） お答えをいたします。 

 平成十七年十月から十八年六月までの間に、公認会計士・監査審査会は四大監査法人に

対しまして検査を行い、いずれの監査法人においても監査の品質管理のための組織的な業

務運営が不十分であると認められたことなどから、公認会計士法の規定に基づきまして、

昨年六月、金融庁長官に対して業務改善指示をするように勧告をいたしました。また、会

計監査の信頼確保及び証券市場の透明性、信頼性確保に資するよう、検査で把握しました

四大監査法人の監査の品質管理に関する実態を取りまとめ、四大監査法人の監査の品質に

ついてとして公表をいたしました。 

 公認会計士・監査審査会は、四大監査法人は金融庁長官による業務改善指示に基づく改

善策の実施にそれぞれ取り組んでいるものと理解しており、このような取組が確実に実行

されることにより、監査の品質管理に関する改善が進められ、我が国の会計監査に対する

信頼の向上につながると考えております。 

 

○峰崎直樹君 という御指摘を受けたんですけれども、金融担当大臣、そういう指摘を四

大監査法人、日本を代表する四大、ほとんど八割方たしか上場会社のカバーしているんで

すよ。それが、いずれも品質管理において、これは個々の品質監査じゃないんですね、個々

の監査のことを言っているんじゃなくて、監査の体制を含めて非常に問題がありますねと

いう指摘を受けたんですよ。これを受けて、どのようなことを考えておられるんでしょう

か。そして、この法案にはどういう形でそれが反映されているんでしょうか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 六月三十日の監査法人に関する調査結果の公表というのは、

大変ある意味で厳しいものでありました。また、こうしたことを受けまして、今この法案

の中身については、まずは監査法人の品質管理、ガバナンス、ディスクロージャーの強化



という、この指摘の中から申し上げますと、最初の検査項目の業務運営全般についての組

織的な業務運営、この部分に係る問題であろうと思っておりますが、業務管理体制を整備

していただく、特に業務の執行の適正確保、業務の品質管理の方針の策定及びその実施の

ための業務管理体制を整備するということ、ここに重点を置いております。また、職業倫

理や独立性についての手続の運用をお願いしておりますし、研修についても管理体制の充

実の中にうたっておるわけでございます。監査契約の新規締結や更新につきましては、リ

スク評価や手続についてしっかりやっていただきたい。監査業務の遂行については、計画

や監査意見の表明に係る手続についてしっかりやってもらいたい。いろいろな指摘を受け、

それに基づいて抽出した結果、さらには監査法人の社員資格の非公認会計士への拡大や監

査法人による情報開示の義務付け等々でございました。 

 こうしたことを考えていきますれば、先ほど藤沼会長さんおっしゃられましたように、

今までの、十年前の監査法人と違う形に私どもなっていただいているものと期待するとこ

ろでございます。 

 

○峰崎直樹君 じゃ、公認会計士協会の会長さんは、この指摘を受けてどんな感想を持ち、

どんな対応を打たれようとしたんでしょうか。 

 

○参考人（藤沼亜起君） これは、公認会計士協会といたしましても、この検査結果及び

改善指示を受けまして、各大手法人に業務の総点検と改善の速やかなアクションを取ると

いうことをお願いいたしまして、各事務所、かなり一生懸命改善のための努力をしたとい

うふうに思っておりますし、その改善報告を最近金融庁に報告をしたというふうに聞いて

おります。ですから、昨年と比べては改善の道筋がかなり明らかになったのではないかと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 このいわゆる指摘された項目というのは、もうほとんどあらゆる領域にわ

たって出てきているんですよね。監査手続だとかあるいは監査業務に関する審査だとか、

あるいは私もびっくりしたのは、監査調書なんかも、当然これきちんと取られているんだ

ろうと思ったら、監査調書の文書化が不十分であり、事後的な検証が困難であった事例が

多数認められるとか、えっ、監査調書というのは、きっといろんなことについての項目項

目ごとに監査調書を取って、これはこういう問題があるということを指摘されている。そ

の文書がないという事例が四大監査法人の中に多数見られるということを聞いたときに、

これは相当ひどいなという感じを持ったわけですよね、品質管理。 

 次に、平成十八年十一月八日に、同じく公認会計士・監査審査会は、小規模監査事務所

の監査の品質管理にということで、これもう時間がありませんから私の方で、ずっと見て

いて、最後に制度上の問題点というところです。問題点の総括及び問題点のところに、小



規模監査事務所においては大会社に対する組織的な監査体制を取ることが困難な状況が見

られる、また監査体制面での整備の遅れのほかに、監査の品質管理に対する意識について、

要するに監査のその品質管理そのものの、取ろうとする意識が非常に問題がある。さらに、

制度上の問題点というところで、監査法人と異なり、公認会計士に対しては、監査業務の

遂行、著しく不当な場合に必要な指示や懲戒処分を行うことができないものとなっている

が、必要な指示や懲戒処分を行うことができるようにすべきではないかというところまで、

かなり、これは個人の恐らく会計事務所の方のことだと思うんですね。 

 それから、今年の三月十六日に、中小規模監査事務所の監査の品質管理についてという

ことでまた同じように出されている。これもまた、今日は時間がないんで、金子会長にお

話しいただければよりはっきりしてくるんだろうと思いますが、これもまた大変な問題が

あるなというふうに感じたわけですね。 

 そうすると、大法人、四大法人もそうだ、中小法人も小規模も全部もうなべて駄目だと。

私が冒頭、持込みが多いこの監査の体質という構造というものがあって、そこはどうも監

査の品質を進めようとしたときに、これはおれの会社のクライアントなんだからおれが監

査したことに一々文句付けるなという形の、どうも自主的な、地方分権と言ったら格好い

いですけど、群雄割拠と言っていいんでしょうか、そういう非常にクライアントと公認会

計士の一つの共同体みたいなものができ上がっていて、そこにはなかなか指図したり改善

をするようなことが非常に難しいというものが、あらゆる監査法人あるいは公認会計士の

皆さん方に入り込んじゃっているのかなというふうに思えてならないんですが、金子会長、

審査会として見て、なぜこんなふうになっちゃっているのかということについてもし御所

見があれば、これは一番最後の中小法人のところに被監査会社の問題点ということで、会

社側にも問題があると。私もそうだろうと思うんですよね。公認会計士だけの側に問題が

あるんじゃなくて、会計士にも問題があるんだろうと思いますが、もし、今日は公認会計

士法審議しておりますので、そういう公認会計士の皆さん方の、何といいましょうか、構

造的な問題、意識の問題はもちろんあるんだろうと思いますが、構造的な問題で何かお気

付きになった点があったら教えていただければと思いますけれども。 

 

○政府参考人（金子晃君） 多分に個人的な見解になるかも分かりませんけれども、今の

議員御指摘のような原因もあると思いますし、様々な原因が積み重なって現在のような状

況になっているのではないかというふうに思います。 

 したがいまして、現在の経済社会に合ったような形で制度を運用していくということが

大切なのだと思うんですけれども、必ずしもそうした形で制度が利用され、また監査法人、

監査事務所が運営されていない、こなかったというところに問題があるのではないだろう

か。その点では、今回改正法が出されておりますので、改めてこの時点で既存の制度、そ

れから改められる制度の中で、現在の経済社会に沿った、あるいはそれに適合した形での

監査法人の活動、運営がなされていくということが大切ではないかというふうに考えてお



ります。 

 

○峰崎直樹君 公認会計士協会の会長さん、そういう状況、今度の法案が出たことに伴っ

て、それからそういう審査会からも問題提起受けている、とにかく、これからはそういう

不祥事が可能な限り起きないように我々頑張るんだと、そういう決意をお持ちなんだろう

と思いますが、改めてそういう自らの問題点、弱点というものをやはりきちんと見て私は

対応される必要があるのかなと思ったりしているんですが、その辺り、もし御感想があれ

ば。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 先ほど私の説明でもありましたように、協会は一連の監査不祥

事、会計監査不祥事、それと公認会計士・監査審査会の検査結果等を踏まえて、これは我々

自身が業務を行っているわけですから、我々がプロフェッションとしてやっぱり職業的な

使命を自覚して、自らの業務は自らで改善しなくてはいけないというのがまず第一だと思

っておりまして、そういう面で協会の自主規制を強化して、御承知のように、四月一日か

ら上場会社を監査している事務所については登録制度を導入するとか、そういうようなこ

ともやっておりますし、倫理規程も大幅に変えました。そういう面で、これは改善のため

の努力をしているということで、私自身としては、昨日のお話にもありましたように、監

査人側の意識はかなり高まっているのではないかなというふうに思っております。 

 といいますのは、これは先ほどウエークアップコールと申しましたけれども、同じよう

なことが起こって自分の事務所が解散に追い込まれる、あるいは信用を失墜すると。こう

いうことは、一度大きなことがあるとなかなか信頼回復に物すごい時間が掛かってしまう。

そういう面では、これは各事務所、真剣な努力をしていくというふうに私は理解しており

ます。 

 以上でございます。 

 

○峰崎直樹君 今お話がありました、上場会社監査事務所登録制度の導入というのがこの

七月中旬にたしか締切りというふうにお聞きしているんですが、今度はちょっと話をそち

らの方に向けたいんですが。 

 たしか、上場企業の会計監査を行っている法人は二百七十というふうに伺っていますが、

私は五月の初旬段階に、もう既に登録を辞退したいと言ってきている法人が三十あるとい

うふうに聞いているんですが、現段階でどんな登録状況になっているのか教えていただき

たいと思うんですが。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 六月十三日現在で登録事務所は百三十になっております。四月

現在で上場会社の監査を担当している事務所は二百七十八あるわけですけれども、七月十

五日までで、今の段階で百六十、それと事務所として解除届を出した事務所が五十六事務



所。これは昨日のお話にありましたように、中央青山の業務停止のときに一時会計監査人

ということでなっていた事務所がありますので、これはある程度予想の範囲内というとこ

ろがありまして、まだ登録申請をしていない事務所に確認をしておりまして、大体二百事

務所が登録申請するというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、約二百ぐらいは行きそうだと。七十から八十近い監査法人が

上場企業の監査から外れてしまう。そうすると、これは会計士の数からしたらどのぐらい

の数なんでしょうか。これは分かりますですか。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 事務所数としては五十六、まあ八十ぐらいの数が最終的にある

と思うんですけれども、個人の事務所がかなり多いということで、ですから数的には、会

計士の数的にはそんな大きな数にならないと。また、これらの事務所は、企業数としても

一社とか二社というようなところが大体でございますので、そんな大きな数の企業が影響

を受けるということではないと思います。 

 

○峰崎直樹君 分かりました。 

 そこで、みすず監査法人が事実上解散をすると、こうなっているんですが、このいわゆ

る二千四百人近い公認会計士あるいは事務所の職員がおられたと思うんですが、この中で、

私が知り得ている限りでは、その他、つまり、一番多いのがたしか新日本監査法人だと、

その次がトーマツだったでしょうか、いや、その次はあずさだったでしょうか、トーマツ

それからあらたとか、こういうふうに移転先がずっと出ておりまして、その他というとこ

ろに、三百六十名近い人たちがその他になっているんですよ。 

 このその他というのは、監査法人を辞めて、そしてコンサルタント業務とかそういうと

ころに行かれる方が多いというふうに聞いているんですが、ここら辺の、そのみすず監査

法人が解散をするときに、また、今公認会計士監査事務所登録制度を導入して、相当やは

りもう企業の会計監査はやりたくないという方々が熟練したその会計士の中で増えてきて

いるんじゃないかと、熟達した非常に優秀な監査法人であればあるほど、そういう傾向が

非常に強くなってきているんじゃないかという声を聞くんですが、そこら辺は公認会計士

協会、どういうふうにごらんになっていますでしょうか。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 確かに、今監査の現場はかなり業務量が増えておりまして、み

んな疲弊をしていることは事実でございます。 

 この中央さんの先生のおっしゃった数というのは、私どもも分析をしているわけであり

ませんけれども、今ある人たちの中で、最終的にこういう形で新日本、トーマツ、あずさ

等に最終的に決断して、私ども、実はもっと多くの人がどこか監査以外の業務に行くので



はないかと心配していたわけです。結果を見てみますと、私どもの把握している数字で約

二百六十ぐらいなわけですけれども、今、その人たちが監査法人等に勤めないで別の道を

探そうと。 

 これは正式なデータがあるわけではなくて、みすずさんの担当の方といろいろと議論を

して聞いている話ですけれども、この人たちは必ずしもいわゆる、監査とは多分離れるけ

れども、一般的には自分で事務所を建てようという方が結構多いんですね。税務事務所の

場合もあるだろうし、コンサル事務所もあるかも分からない、まあこれは多分内部統制み

たいなものだと。あるいはまだ決めていないで、仲間の人たちがつくる事務所に合同しよ

うかというような人たちもいるということで、最終的な人たちで全く別の分野に行くとい

うのは、それこそ今言った数字の多分一割ぐらいかなという感じがしておりまして、です

から、そういう面で意外とこの方たちは最後まで残った人たちですので、どちらかという

と、何といいますか、決意の固かった人たちですので、余り動揺がそんなに大きくなかっ

たのかなと。 

 むしろ、昨年の業務停止を受けた段階からその後今日まで至る段階で、ある程度その会

社を辞めた方たちが、多分そのうち幾らかが会社に入ったりコンサルタント業務に入った

りと、そういう形になっているのではないかなというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 いや、会長から、それほどほかに逃げているわけじゃないんだよと聞いて、

多少安心したところはあるんですが。 

 たしか来年の四月からですね、金融商品取引法に基づいて内部統制報告書制度とか、そ

れから会計監査をするに当たって四半期監査とか、四半期ごとに本当に監査しなきゃいけ

ないのかなと、私個人は株も何も持っていませんのでそういう意識を持ちますが、しかし、

そういうふうにすべきだということで決まったようでありますから、出てくるわけですけ

れども、やっぱり足りないんじゃないかと思うんですね。今、公認会計士の数が一万七千

人ぐらいでしょうか。これを五万人体制に持っていくというふうに言われたんですけれど

も、まず金融庁にお伺いするんですけれども、金融担当大臣、このやっぱり人材不足とい

うのは、後でまた監査難民とか報酬の問題なんかも含めてお話ししたいと思うんですが。

私はやっぱり、公認会計士というのは、実は石原慎太郎という都知事さんが一橋大学を受

けるときに、なぜその一橋を受けたのかというときに、いや、公認会計士になったら稼げ

るぞと、こういう話だったというのであの方は受けたんだそうで、私は別に公認会計士に

なろうなんて思ったんじゃなくて、別の方なろうと思って行ったんですけれども、これは

駄目だったんですけれども。いずれにしろ、そういう非常に魅力のある商売じゃないか、

職業じゃないかというふうに思われていたのに、どうもそうじゃなくなっているんじゃな

いかと私も思っているんです。これは後でまた、今日は法務省の方もおられますので、よ

く聞いていただきたいと思うんですが。 



 そういう意味で、公認会計士の数をどうやって優秀な方を増やしていくのかと。会計大

学院というのもでき上がっているそうでありますけれども、ここら辺、東京、いわゆる金

融シティー構想というのを考えたときに、私、一番必要になってくるのがこういう会計士

である、あるいはコンサルタントであるとか、やはりフィナンシャルプランナーとか、い

ろんなそういう、外国語が堪能で、そういう方がやっぱり非常に必要になってくるんで、

ここには非常に危機感を持っておられると私は思っているんですが、金融担当大臣、いか

が思っていらっしゃいますでしょうか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 先生の悩みと同じ悩みの原点に立っているつもりでございま

す。特に、質を落とさないで数を増やすというこのジレンマの中で、まずは試験の改革に

取り組んでまいりました。簡素化をして、この試験の中身の質は落とさずに、しかしチャ

ンスを増やして、また試験で各科目ごとに合格するというような、そういう工夫もいたし

ております。 

 そういうことをいたしましても、アメリカにおける三十三万人という数、そして、金融

スタディグループに海外に負けない日本市場というものを勉強していただきましても、会

計士のみならず、弁護士やそのほかの職業専門家の質がまだまだ低いというように指摘を

されておりまして、そうした意味で今後更に工夫、検討を凝らさなきゃならぬ分野だろう

というように思っております。 

 

○峰崎直樹君 公認会計士協会の会長さん、今の点、いかがでございましょう。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 会計士の数が不足しているのは、多分そうだというふうに思っ

ております。ですから、今、前回の会計士法の改正で試験制度が改正になった、金融大臣

のおっしゃるとおりでございまして、それがどのような形で受験者及び合格者数に反映さ

れてくるか、これ、毎年その状況を見ながら改善していかなくてはいけないというふうに

思っております。 

 それで、四半期なんでございますけれども、四半期は、金融業を除いては半期の監査、

中間財務諸表監査がなくなりますので、そういう面では、四半期という面では多分バラン

スが取れるのかなというふうに思っております。 

 ただ、内部統制については、これは来年の四月以降から内部統制の経営者による評価、

それとあと監査ということがスタートするわけですけれども、これについては工数的には

かなり大きな作業になるだろうなということで、これはきちっとして準備していかなくて

はならないというふうに思っております。 

 それで、ただ、この内部統制につきましては、日本の内部統制の評価と監査の実施基準

につきましては、これは金融庁から発表が今年あったわけですけれども、むしろまず会社

側の経営者の内部統制評価ということがまず第一にやらなくてはいけないということで、



むしろこの四月、できるだけ早めに会社側が内部統制の作業を始めると、それを事前に監

査人と協議して内部統制の仕事を始めると、ここら辺のところがポイントになるのではな

いかなと思っておりまして、これは監査人だけの問題ではなしに、企業側の方の内部統制

に対する取組、これが大事なのではないかなというふうに思っておりまして、準備期間も

含めて、来年の四月以降の内部統制評価及び監査、これをきちっと対応していかなくては

いけないというふうに思っております。 

 

○峰崎直樹君 内部統制のところは、今日、少し時間がもうありませんので先に進みたい

と思いますが。 

 いずれにせよ、ずっと公認会計士法、様々なことを考えて、人材がやはり足りないなと。

やっぱりそこにいる人材が非常に足りないんじゃないかなということが一番何か私感じ、

また、その人材がますますこれから足りなくなっていく心配があるんじゃないかなと思っ

ているのが、実は報酬なんですよ。 

 これは、先日来、もう何回も議論しているところなんですが、お手元に証取法監査の実

施状況ということで、ナンバーワンは単体、ナンバーツーが連結だと思います。 

 そこで、単体で十億円未満、一番安いところで、平均すると約四百万円、その掛かった

時間数が三百十八時間、五・六人工と。ずっとこれ下の方に一兆円以上の大企業、これは

連結でございますが、八千四百七十三万一千円が平均で、掛かった人数が三十・二人、そ

して六千三百八十時間と。これ平均のところを時間当たりで割ってみると、大体時間当た

り一万二千円から一万三千円なんですよ、平均すると、ほぼ。ちょっと若干のぶれがあり

ます。 

 大体、公認会計士の時間というのは年間一千五百時間やればいい方ですよね。そうする

と、大体一千八百万円。そうすると、人件費でもらえるのは大体三分の一、残りが事務所

費で三分の一、最後に三分の一が代表委員の利益として還元されると。大体三分の一、三

分の一、三分の一だというふうに、ちょっと聞きかじりで私分からないんですが、後で教

えてほしいんですが、大体そんなものだとおっしゃっていますけれども。これ六百万だっ

たら、大学出て公認会計士の試験を、あの難しい試験を受けて一生懸命やって、そして鬼

より怖い処分が待っているわけですよね。アメリカほど厳しくないのかもしれませんが、

公認会計士審査会だ、もう次々に処分が連発されるような時代になってくると、こんな安

月給でこんな危険度極まりないハイリスクのローリターンというのはあり得ないんじゃな

いのかなと、こう私は思うわけですね。 

 そういう意味で、この点、この間から、いわゆる会社側に報酬を決めさせていくという

のはいかがなものかと。特に、監査役の取っている会社であれば監査役が決めて、そこで

いいじゃないかということで、法務省の方は、いや監査役というのは執行部を監査しなき

ゃいけない、それを業務を監査しなきゃいけない人間なんだからそこに立ち入ってもらう

というのはいかがなものかというような話で、同意までだと、こういうことでいろいろ出



ているんですけれども。 

 そこで、私たちは公開会社法という形で、そこはもう公開会社の場合はそういうふうに

したらどうだというふうに、ちょっとやや遠回りというか、会社法改正待っていられない

というふうに思ったりしているところがあるものですから、この点もちょっと意見聞きた

いんですけれども。 

 もう一つ。私はかねてから、今、働く労働者の皆さん方が一番問題になっているのは最

低賃金と、最賃制。時間当たり千円にすべきだと、平均、我が民主党は言っているんです

けれども、まあ与党さんはそんな高いもの払えないなんて言っているんですけれども、世

界見渡してみてこんなに最低賃金が安い国ないですから。 

 そこで、公認会計士の皆さん方も、時間当たり賃金は一万二千円というのはちょっとこ

れは私、安過ぎるなと。最低でも時間当たりは一万五千円にしましょうと。そして、それ

以上はクライアントと監査法人とが協議して、これはちょっとこんな厄介な企業、もしか

したらちょっと粉飾くさいし、ＳＰＣたくさん持っているからこれもしかしたら飛ばしも

あるかもしれないです、これはちょっと調査する時間が多いよ、だから時間掛けるちょっ

と単価高くしますとか、そういうやり取りをやっていくのに最低のところだけは決めてお

くと。ひどいじゃないですか、この最低、十億円未満のところで十万円というのがありま

すよ、これ。こんなので監査しろと言ったらそれこそ、いや、監査しましたと言って、何

にもしないで監査しましたと判を押すだけですよね。通常、めくら判というふうに今は一

般的には言うのかもしれませんが。 

 こんなひどいやつだったらだれもそれはまともに監査しないんですから、やっぱり最低

のレベルの品質を維持するためにはこれだけのものは要るんだと、そしてそれ以上は、そ

れはもう労使の力関係ではありませんけれども、クライアントと公認会計士の皆さん方の

間でそれはもう交渉してくれと、こういうやり方が一番いいんじゃないかなと思っている

んですが、協会長、どうでしょう。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 監査報酬が安いというのは私は事実だと思っております。 

 そういう面で、実は今月号の「会計・監査ジャーナル」、これは協会の機関誌なんですけ

れども、青山大学の町田先生が日米監査報酬の比較というものを出しておりまして、それ

を見ると、昨日も簡単には申し上げたんですけれども、四倍の差があると、これは内部統

制の仕事を除いてですね。時間数で約二倍の差があると、だから、こちらは二分の一です

ね、あと単価で二分の一だと。こういう状況であるという分析結果が出ているわけですけ

れども。 

 そういう面で、監査報酬が安いから、では最低報酬制度をつくったらどうだということ

については、これはまあ私は余り賛成ではないと。賛成ではないといいますのは、日本的

な風土では最低に収れんしていくというような、そういうようなところもありますし、や

はりこれは今みたいな状況で比較的企業も監査環境が変わってきたというふうに理解が増



えてきておりますので、これはやっぱり正攻法できちっと会社と交渉して決めるべきでは

ないかなと。 

 その交渉の相手も、これはもう本当に考えていただきたいんですけれども、決算の数字

を議論する相手と監査報酬を議論するというのはおかしいと。ですから、やはり会社のガ

バナンスを強化していただいて、本当に株主その他のステークホルダーのために執行部を

監督する監査役会とか監査委員会とかそういうところが監査人と監査報酬の決定をすべき

ではないかと、こういうふうに思っておりまして。 

 ですから、私は、やはり監査報酬は上げるべきだと思いますし、これは時間と金額の両

面で上げるべきだというふうに思っております。 

 

○峰崎直樹君 何か、最低を設けたらそこに収れんしちゃうというのもちょっと何か寂し

いなと思うんですが。最低賃金制というのはやっぱり最低なんですよ、やっぱりそれ以上

にいきますので、それはやはり私は是非取り入れられたらいいんじゃないかなと思います

が。ちょっと時間がありません、もう五分しかなくなっちゃったので。 

 法務省、監査役というのは何をするんですか。簡単でいいです。 

 

○政府参考人（後藤博君） 取締役の職務の執行を監査する職務だと思っております。 

 

○峰崎直樹君 世間で監査役になったときに、ああ、私は監査役になったんだというとき

に大抵任命されるのは、その取り締まるべき会社の社長さんとかＣＥＯとかそういう方々

から任命されて、ああ、もうおれは閑散とした役なんだと、こういう監査役。私は一九九

二年に当選して翌年の商法改正からずっと見てきているんですけれども、いつも監査役の

強化強化とこう言っているんですけれども、強化されたためしがないんですよ、日本的な

中でね。その監査役をやゆしてもしようがないんですが。 

 私なんか個人的には、将来ＣＥＯになる人間は必ず監査役を経なければなれないと、こ

ういうふうに会社法でも改正してくれると、そうすると案外、ああ、それなら監査役を一

生懸命やってみるかと。つまり、監査役でどれだけきちんと監査できるかという能力があ

れば社長になってもやれるんではないかというぐらいの大改正をしたらいいんじゃないか

と思っているんですが、今日は会社法のことではありません。そこから先に。 

 そこで、金融担当大臣、私、いろんな白書があるんだけれども、日本の企業のコーポレ

ートガバナンスに関する白書を、公開株式会社だけでも結構ですから、これは一回、毎年

まとめられたらどうでしょうか。 

 是非、つまり、そういうガバナンスが効いているのか効いてないのかということを、い

つもコーポレートガバナンスが重要なんだ、重要なんだと言っているんですけれども、現

状どうなっているんだと、それがどう進んでいるんだというようなことを、是非白書のよ

うな形で金融庁が率先して、この世界はもう、公開株式会社に関してはもう我々がしっか



りと、きちんと見ていきますよという意味で白書を作られたらどうかなというふうに思う

んですが、どうでしょう。 

 

○国務大臣（山本有二君） 上場会社におきまして、投資家保護等の観点から、一般の会

社と比べましてより高次のコーポレートガバナンスが求められているところは御指摘のと

おりでございます。この観点から、金融庁として、平成十六年三月期以降、上場会社に対

しまして、有価証券報告書等の開示書類の中でコーポレートガバナンスの状況の開示を求

めております。また、東京証券取引所におきましては、上場会社に対しまして、昨年六月

から、コーポレートガバナンスに関する報告書の提出を求めまして、公衆の縦覧に供して

いるほか、各社の取組状況等を、東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書二〇〇七と

いうような形で取りまとめて公表されておられます。 

 こういう取組を通じまして、上場会社のコーポレートガバナンスの状況につきましては

相応の情報蓄積が進んでいると考えております。 

 御指摘の、金融庁が新しい施策として白書を独自に出したらというようなアイデアは一

つでございますが、諸般いろいろ他の、東証やそのほか公認会計士協会等の皆さんの御努

力を見守りながら今後考えていくべきことであろうというように思っております。 

 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、投資家保護を大きな使命の一つと

する市場行政を所掌する立場から、上場会社のコーポレートガバナンスの状況について注

視してまいりたいと存じております。 

 

○峰崎直樹君 もう時間もあっという間に一時間超えてしまいまして、私の持ち時間なく

なりましたけれども、最後に近い質問になるんですが、監査難民が大量に出てくるんじゃ

ないかと、こういうふうに言われております。 

 実は、監査難民、今までは、安いけども、安い報酬しかもらえないけどもないよりまし

だということで、もうほとんど、粉飾であろうと何であろうととにかくまあ押してきたと

いう、ちょっと表現よろしくないんですけれども。でも、どう見ても、会社四季報とかそ

ういうの見ると、この間赤字がずっと続いている会社の例を出してお話をした、日本航空

の話もさせていただきましたけども、どう見てもこの会社は、何というか、上場維持をず

っと継続できるのかなと、ゴーイングコンサーンの観点からしたら問題があるようなとこ

ろも実は上場企業の中にあるわけですね、調べてみると。無配だ、欠損だ、あるいはこの

企業はちょっと何だか問題ありそうだなと、やみの世界とのつながりあるんじゃないかな

と。 

 そういうところは、今までは、そうはいっても、さっきも言ったように、それでもやら

ないよりましだということでやられてたのかもしれない。時間もそんなに掛けてないのか

もしれない。だから、粉飾も多かったのかもしれません。でも、今度はそうはいかないぞ

と。こうなってくると、公認会計士や監査法人も、これは大変だと、やっぱりよく見なき



ゃいけないなということで、そうやってはじいていくと出てくると思うんですよね。 

 そういう意味で、監査難民がこれから出てくることが予想されるんですけれども、金融

担当大臣と、公認会計士協会の会長の立場から見て、この監査難民について、これから出

てくるとした場合にどう対応されようとするのか。 

 私は、放置して、市場原理に任して、そこでまずいところはまずいということでやった

方がいいのかなと、こう思ったりもします。もちろん、監査の体制が非常に、先ほど言っ

たように人が足りない、いろんなことで問題たくさん持ってるんできちんとやんなきゃい

けないと思うんですが、ちょっと最後に監査難民のところだけ御意見を伺って、私の質問

を終わりたいと思います。 

 

○国務大臣（山本有二君） 金融資本市場の信頼性確保のためには、企業財務情報の適正

な開示が行われることが重要でございます。各企業におきましては、監査法人による監査

を経て適切なガバナンス体制等企業財務情報を適正に開示していくことが求められており

ます。 

 監査法人との監査契約というのは民民の自由契約でございます。そのときにおいてうま

く契約できない人たちがいわゆる監査難民となるわけでございます。こうしたことは、適

正な開示に向けて真摯に取り組んでいる企業等が監査法人による監査を受けられないとい

った事態になるわけでございまして、これは望ましいものでは決してありません。 

 金融庁といたしましては、そうした事態が生ずることのないように、まずは日本公認会

計士協会を始めとする関係者が適切に対応することを希望するところでございますが、今、

正に会計監査法人あるいは公認会計士の皆さんの過渡期でございまして、こういうような

監査難民という大変困難な局面でございますが、これに真摯に対処することによりまして、

実効ある金融市場の信頼性が確保できるものというように努力をしてみたいというように

思っております。 

 

○参考人（藤沼亜起君） 監査難民のことにつきましては、今回みすずさんの自主的な解

散という決定がありましたものですから、緊急事態ということで、監査難民が大量発生す

ることのないように協会に相談窓口を設けたと同時に、協会の会員で監査にまだ対応能力

があるというところに手を挙げていただきまして、そういうような監査に対応できる事務

所のリストを作る。何社かについては会社を紹介いたしました。 

 先生のおっしゃるとおりに、会社の中には、監査意見が違うから意見を合意するような

監査事務所を紹介してほしいとか、もっと安い事務所を紹介してほしいとか、そういうよ

うな会社もあることは事実でございます。 

 そういう面で、やはり上場会社については、市場の退出ルールを明確にしようというよ

うなことを今議論されているというふうに聞いておりますし、そういう面で、一度上場し

たらすべて市場にいなくちゃいけないということではありませんので、そういうような会



社につきましては、上場会社にふさわしくない企業については、いずれにしても市場のル

ールで市場から撤退していくと、そういうような明確なルールができれば、監査人がいる

とかいないとかという問題ではなしに自動的に撤退していくのではないかというふうに思

っています。以上でございます。 

 

 

○峰崎直樹君 ありがとうございました。終わります。 


